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大雨（特別）警報等発表時における対応について（お知らせ） 

  

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動にご協力いただき感謝申し上げます。 

さて、豊見城市教育委員会より出された「大雨（特別）警報等発表時における対応について（通

知）」（令和 5年 5月 19日改訂）に基づき、大雨（特別）警報等発表時おける対応を以下のように定

めます。 

つきましては、生徒の安全確保と学校の教育活動のため、保護者の皆様のご理解とご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 

記 

 

 

１．災害対応 

 （１）気象庁から大雨（特別）警報等（土砂災害警報情報・雷注意報含む）の発表もしくは市からの避

難指示等の発令など地域に発表された情報（以下「気象情報等」という。）を的確に掌握し、生徒

の安全を十分に配慮します。 

 （２）登校前に気象情報等により登校時における危険性が予測されている場合は、臨時休校や始業時刻

を遅らせる等の措置を判断し、学校ホームページやＬＩＮＥ連絡でお知らせいたします。 

 （３）生徒が在校時に気象情報等により下校時における危険性が予想されている場合は、被災を避ける

よう下校時刻の変更、保護者への引き渡し、学校待機等を判断して学校ホームページやＬＩＮＥ連

絡でお知らせします。 

 

２．被災予防 

 （１）大雨、洪水などの自然災害から生徒を守るため、常日頃から通学路の安全確保に十分配慮すると

ともに、学校施設・設備の安全点検に万全を期します。 

 （２）気象情報等があった場合の安全確保については、生徒に十分な事前指導をするとともに、保護者

に対しても文書を出し周知徹底に努めます。 

 （３）学校ホームページ、ＬＩＮＥメールで保護者への周知、緊急連絡体制を整備いたします。 
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※本件に関する問い合わせ 

 伊良波中学校 850-2791 

教頭 今枝 
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